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４、会長あいさつ

議 長 只今より平成２３年度第５回錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。

本日の総会の出席は全員出席となっています。錦江町農業委員会会議規則第８条の規定
により総会は成立しております。

錦 江 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

５、議 事

３、出席委員（２０人）

１、開催日時 平成２３年８月２５日（月）午後１時３０分から

事務局職員 松元 辰朗 事務局長 折久木 まり子 書記 中野 好太郎 書記

議案第１８号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用
集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について

議案第１７号 農地法第５条許可申請について

第２ 附議事項

議案第１６号 農地法第４条許可申請について

第１ 議事録署名委員の指名



それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項に規定する議事録署名委員です
が、議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。

全 委 員 なし。

議 長 それでは異議はないということですので、３番の東郷 輝昭委員と４番の木原 光郎委
員を指名致します。

宜しくお願い致します。

それでは、会務報告について事務局から報告と説明をお願いします。

事務局 会務報告と説明

議 長 只今の会務報告について、何かご質問、ご意見ございませんか。

全委員 発言なし

議 長 ないようでございますので、以上で会務報告を終わります。
それでは附議事項に入ります。
議案第１６号 農地法第４条許可申請について提案します。事務局の説明をお願いしま

す。

事務局 農地法第４条許可申請、受付番号３号について説明いたします。
申請人は、Ｙ・ＫさんでＫ自治会にお住まいの方です。申請地は田代川原猪鹿倉6557－

4、地目は台帳現況とも畑、地積は４２８㎡。
転用目的は、農家住宅を建設されるとのことです。
位置図は、４から５ページのに記しがしてあるところです。字図が６ページにあります

が申請地を示した処です。配置図が７ページにありますが、建屋等の配置が示されていま
す。

農地の区分については、農振地内の農用地外となっています。
農地は、第２種農地のその他の農地で、他のいずれにも該当しない農地に該当するので

はと思われます。
調査委員は、１４番の猪鹿倉委員となっております。

議 長 猪鹿倉委員調査報告をお願いします。

１４番
猪鹿倉委

員

調査報告致します。８月２３日に会長、事務局、関係者の立会いのもと現地調査の予定
でしたが、私の通知書の見間違いで立会が出来なくて、会長をはじめ職員の皆さんに対し
まして大変失礼しました。どうもすみませんでした。当日の午後から田代支所の農業委員
会担当者から現地において説明を受け、現地を確認してまいりました。

現地は田代支所から県道辺塚根占線を花瀬方面へ進み、花瀬大橋を過ぎ、瀬戸口の大藤
橋を渡ったところの猪鹿倉地区であります。

Ｙ・Ｋさんは、ブロイラーを経営しており、優秀な成績を収められているようでござい
ます。このたび農家住宅を新築するということで、農地法第４条許可申請がなされたもの
でございます。

申請地の周囲の状況は、北側、東側、南側に農用地が広がっていますが、山林及び住宅
地等で分断されており、一段の集団的なまとまりは無いと判断されます。

このようなことで将来有望な若い農業者が、郷土で農業を営むために農家住宅を建設す
ることは、やむを得ないものと判断致しました。

以上で調査報告を終わります。

議 長 調査報告を頂きましたが、質問あるいは異議等がありましたら出して頂きたいと思いま
す。

安水委員 周囲に畑がありますが、そこの地主さんとは話はしてありますか。

猪鹿倉委員 はい。私も同じＥ集落でございまして、集落の色んな共同作業の中でこのような建物で
あると話もしていましたが、周りの異議等は無いと思います。



安水委員 解りました。

議 長 他に。

鈴委員 場所を確認したいと思いますが、申請地の道路脇には小屋があるようですが。

猪鹿倉委員 自分の小屋を建てています。

基委員 補足してよろしいですか。この部分は、２年前に宅地にすると申請があって農業委員会
ではずしたところでした。その後２か月ぐらい後に取り下げがありまして、２年前からこ
のようなものを作るのですよと思っていましたが、再度ここにするのだという申請だと思
います。別に問題は無いのではないかと思います。

猪鹿倉委員 Ｙさんは、今池田の町営住宅に入っているところです。できるだけ早く家を建てて、集
落に入ってきて頂けたら良い事だと思います。

議 長 他にございませんか。

全委員 なし。

議 長 無いようでございますが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 農地法第４条許可申請 受付番号３号について賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 （全委員挙手）

議 長 全員賛成ですので農地法第４条許可申請 受付番号３号は意見書を付して県知事へ進達
することに決定しました。

議案第１６号を終わりまして、議案第１７号 農地法第５条許可申請について提案いた
します。説明をお願いします。

事務局 農地法第５条許可申請、受付番号１号について説明いたします。
申請人の貸し人は、Ｋ・Ｈさんで神奈川県に在住の方です。借り人は、株式会社 Ｋ

代表取締役社長 Ｍ・Ａ氏となっております。
申請地は馬場檮山２０９８－１、地目は台帳現況とも田、地積は１，４９５㎡です。
転用目的は、ガソリンスタンド及び斎場の駐車場を建設されるとのことです。
位置図は、１０ページのに記がしてあるところです。字図が１１ページにありますが申

請地と示した処です。配置図が１３ページにありますが、建屋等の配置が示されていま
す。

農地の区分については、平成２３年３月２４日に開催された農業委員会総会において、
農用地除外申請を審議して、平成２３年８月３日付をもって農用地除外が認可されたとこ
ろであります。このようなことから農振地域内の農用地外となっています。

本件の場合は、第１種農地の集落接続施設ということで転用が可能ではないかと思われ
ます。

調査委員は、１０番の平原委員となっております。

議 長 平原委員調査報告をお願いします。

１０番
平原委員

調査報告致します。８月２３日の午前中に会長、事務局で現地調査を致しました。
申請地はこの地図にありますように、国道２６９号線の馬場地区のＴ大根占店の前の農

地であります。この農地は、これまで耕作放棄地として再三問題になっていたところでご
ざいまして、農地で貸したいとあっせんに出されても借り手が見つからない処だったそう
です。

今回、株式会社 Ｋが、ガソリンスタンドを建設するということで話がまとまったよう
でございます。

農地の区分につきましては、事務局から説明があったとおりでございまして、これまで
申請地の周辺にはＪＡの斎場や大型店舗が進出するなど、市街化が形成されつつある地域
であります。このようなことを考慮したところ、今回の転用申請についてはやむを得ない
ものと判断されます。以上で現地調査の報告を終わります。宜しくお願いします。



議 長 只今の調査報告について質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。

全委員 なし。

議 長 ないようでございますが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 農地法第５条許可申請 受付番号１号について賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 （全委員挙手）

議 長 全員賛成ですので農地法第５条許可申請 受付番号１号は意見書を付して県知事へ進達
することに決定しました。

議案第１７号を終わりまして、議案第１８号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項
の規定による農用地利用集積計画利用権の設定の錦江町長に対する要請について提案いた
します。説明をお願いします。

事務局 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用集積計画利用権の設定
の錦江町長に対する要請について受付番号７２号から７７号までを提案します。

受付番号７２号と７３号の貸人は、Ｍ・ＳさんＫ自治会の方です。
申請地は、田代川原大平４８７１－３、地目は畑、地積は１，０３９㎡。
次に田代川原大平４８７７－２、地目は畑、地積は１，９２７㎡となっています。
期間は、平成２３年９月１日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は使用貸借とい

うことでありません。
借り人は、Ｈ・Ｅさん７６歳で、Ｕ自治会の方です。
経営規模は、自作地、小作地はございません。農業機械は管理機を所有されています。

このようなことで錦江町の基本構想には適合しない部分があります。調査報告は要件につ
いて基本構想に沿った事案であるか報告して頂けたらと思います。

調査委員は、１番の近川委員となっています。

次に７４号の貸人は、Ａ・ＭさんＧ自治会の方です。
申請地は、田代川原羽山２９３５、地目は畑、地積は５，９４０㎡です。
期間は平成２３年９月１日から平成２９年１２月１４日まで、小作料は１０万円となっ

ています。
借り人は、Ｔ・Ｎさん５８歳で、Ｂ自治会の認定農業者の方です。
経営規模は、自作地９８，５３８㎡、小作地はございません。茶の専業農家でありま

す。労働力４で、年間３００日の従事日数が記載されています。農業機械については、茶
に関する乗用防除機、乗用摘採機、摘採前洗浄機等の機械を所有されています。

調査員は、１番の近川委員にお願いします。

議 長 只今説明のあった受付番号７２号から７４号まで、近川委員の調査報告を頂きたいと思
います。

１番
近川委員

はい。１番。Ｍ・ＳさんとＨ・Ｅさんは奥さん同士が姉妹でございまして、米を中心に
あとは細々とした農業をされています。年齢的にも７０歳を超えていらっしゃいます。柿
をＭさんがされていましたので、その柿と周りに野菜を作ったりそのような農業をされる
ということで、そのような関係で何ら問題はないかと思います。

７４号のＡ・ＭさんですがＴ・Ｎさんとのものですが、Ｔ・Ｎさんはお茶を中心にして
一生懸命して認定農業者でもありまして取り組んでいらっしゃいます。これも何ら問題な
いと思います。



議 長 只今７２号から７４号までの調査報告がありましたが、質疑に入りたいと思います。何
かご質問ご異議のある方はありませんか。

安水委員 Ｅさんの農業機械の所有は管理機しか書いてありませんが、防除機なども必要ではない
かと思われますが、そこら辺りはどうなんでしょうか。

近川委員 Ｍさんの持っていらっしゃるものを利用したいということです。たいがいの農機具はあ
ります。トラクターも小さいのがあります。

事務局 宜しいですか。先月皆様に町の基本構想の資料を配布したと思いますが、今日も後ほど
協議会で利用権設定の取り扱いについて皆様と協議しなければならないところですが、高
齢者の場合は青壮年の有無という事項がありまして、この年齢的な部分に私は疑問を持っ
たところでございます。どうしてもこの利用権設定でやらなければならないものか、その
ような要件等について満たす方であるかということです。

牧原委員 権利取得者が農業経営を行い従事すると認められる年齢が７０歳を限度としてあるよう
であるので、７０歳以上の農業者にあっては青壮年の従事者がいるものとするとあるんで
すが、Ｅさんの場合は無いですね。

木原委員 兄弟ということでありますが、どうしてもこの契約でやらなければならないのか。やみ
小作の解消をするということは理解できますが、利用権設定の要件を満たしていないとい
う感じを私もしましたので、この契約でしなければならないような特別な理由があるので
しょうか。

近川委員 本人が言われるように荒らすより、うちの弟（義理）が作らせてくれということで、作
らんかという考え方のようです。

木原委員 それは解りますが、利用権設定までしなければならないものか。
貸し手が契約を入れたほうが、契約期間が切れたら帰ってくるということで安心できる

ということで主な義務はここにありますので、そこら辺りがどうなんでしょうか。

近川委員 その辺りではないかと思います。

事務局 Ｅさんがそうされるのは何等問題はないと思いますが、農業委員会に上げてまで行わな
ければならないのか、その方が要件を満たしていらっしゃいますかということです。

再調査ということで、農業委員会ではこのようなことでしたということでいかがでしょ
うか。

落司委員 子供はいないのですか。

事務局 娘さんがいらっしゃいます。

鈴委員 自宅にですか。

事務局 自宅にいます。

鮫島委員 自宅にいたら宜しいのではないですか。

牧原委員 これは労働力２と書いてありますのは奥さんと本人でしょうか。

近川委員 そうです。

牧原委員 娘さんは入っていないのですね。

事務局 入っていません。

牧原委員 保留として再調査でいかがですか。

雇用の２００というのは何でしょうか。

事務局 雇用の２００は無いと思います。
記載間違いのようです。



牧原委員 本人が間違って書かれたのでしょうか。

議 長 それでは受付番号７２号と７３号は、保留と致します。
他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 無いようですが、質疑を打ち切って採決に入って宜しいでしょうか。

全委員 はい。

議 長 それでは受付番号７４号に賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 全委員挙手

議 長 全委員賛成でございますので、受付番号７４号は原案のとおり決定しました。

次は、Ｔ委員本人の案件となっているようですので、Ｔ委員は本件に参与できませんの
でそのつもりでお願いします。

事務局の説明をお願いします。

事務局 受付番号７５号の貸し人は、Ｋ・ＮさんでＳ自治会の方です。申請地は田代麓グミノ木
３３１８－６、地目は畑で地積は４，７０２㎡です。

期間は、平成２３年９月１日から平成２８年１２月１４日までとなっております。
小作料は、８万円です。
借り人はＴ・Ｔさん６５歳で、Ｔ自治会の認定農業者の方です。
経営規模は、自作地６４，１６８㎡、小作地が７０，３９５㎡となっています。茶の専

業農家であります。労働力４で、年間２５０日の従事日数が記載されています。農業機械
については、茶に関する茶用の農業機械を３台、トラック等を所有されています。

調査員は、８番の鍋委員にお願いします。

議 長 鍋委員調査報告をお願いします。

８番
鍋委員

はい。それでは調査報告を致します。今説明がありましたようにＫ・Ｎさんの畑は、茶
畑でございます。借り手のＴさんにつきましては、今話にも出てきましたように農業委員
も今度からされる優秀な方であります。青壮年の有無ということもありますが、後継者も
いらっしゃいまして茶工場も所有されており、品評会等にも出品されるほど優秀な成績を
上げられたり、意欲のある方だと思います。この件につきましては、何ら問題の無いもの
と考えます。宜しくお願いします。

議 長 只今、調査報告がありましたが、質疑を受けたいと思います。何かございませんか。

鈴委員 小作料の８万円は、４反歩に対するものですか。

鍋委員 これは全部でです。

議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 無いようですが質疑を打ち切って採決に入ってもよいですか。

全委員 はい。

議 長 それでは、受付７５号について賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 （全委員挙手）

議 長 全委員賛成ですので、受付番号７５号は原案のとおり決定しました。
次をお願いします。



事務局 受付番号７６号と７７号の貸人は、Ｍ・ＭさんでＹ自治会の方です。申請地は田代麓塩
井川１８７１－１、地目は畑で地積は１，０９５㎡。次に田代麓塩井川１８７１－２、地
目は畑で地積は１，５２３㎡です。

期間は、平成２３年９月１日から平成２８年１２月１４日までとなっております。
小作料は、１０ａ当たり５千円です。
借り人は、有限会社 Ｍです。
経営規模は、自作地はございません。小作地は３５，５５４㎡で早期水稲や普通水稲を

栽培されているようです。労働力８で、年間２８０日の従事日数が記載されています。雇
用労働が３００計上してあります。農業機械についての記載はございません。

調査員は、１２番の貫見委員にお願いします。

議 長 貫見委員調査報告をお願いします。

１２番
貫見委員

はい。調査報告を行います。受付番号７６号と７７号の借り人は、有限会社 Ｍでござ
います。利用権の期間が９月からとなっていますが、ここは既に普通水稲を植えられたそ
うです。これまで３町歩を超える利用権設定を結ばれているんですが、早期水稲と普通水
稲を植えられています。まだ植えられていないところもありますが、管理だけはしっかり
とされているようです。雇用は８人いますので、雇用対策ということで植えたと代表者の
話でした。今のところ何ら問題はないと思います。

議 長 只今、調査報告がありましたが、質疑を受けたいと思います。何かございませんか。

安水委員 地目が畑となっていますが、水稲を植えられるのですか。

貫見委員 一枚は畑で、一枚は田だそうです。

牧原委員 Ｍは毎回出てきますが、農業機械は空白ですが。

貫見委員 ありません。

牧原委員 何でされるのですか。

貫見委員 採算に合うか解りませんが、雇用を遊ばせる訳にはいかないということでされていま
す。

牧原委員 機械はリースですか。

貫見委員 営農で。

樋渡委員 ほとんど私どもでやっています。この場所は構造改善で開いたところで、飛び出たとこ
ろがありましたがそこは畑となっていました。１反歩の方がもともと田で、１反５畝の方
は畑で、これを高低差がない１枚に開いたところです。最初は畦はありましたが、今は取
り去って１枚になっているところです。すぐに田に利用できたということで５，６年水稲
を植えています。誰が見ても田です。

議 長 他にありませんか。

事務局 Ｍさんの場合はこれまで３町歩の小作地があって耕作放棄地を随分解消して頂いたわけ
で、今後は田代地区の解消面積が増えてきますね。今年は楽しみにしています。

樋渡委員 まず機械を購入する前に、倉庫まですぐ必要となります。だからそのような土地もな
い、今貫見委員からあったように時期的に４月から８月ごろまでの期間に従業員遊ばせな
いために、大型機械を入れるのは少し早いということで、私のところで耕運から田植え、
苗など全部引き受けております。今後は米作りだけでなく園芸部門にも入りたいというこ
とで、そのようになれば機械化を考えたいという社長の話でした。

黒瀬委員 この方には、私どもの事業にもダイコン、タカナなど運搬をして頂いているところで、
それ以外に農協のバレイショを田から選果場まで運んでいただいています。農協の資材を
Ｎさんが配布していますが、Ｎが手に負えないとき従業委員の方がこの仕事をしていらっ
しゃるようです。



議 長 他にはないですか。

全委員 発言なし

議 長 ないようですが質疑を打ち切って採決に入ってもよいですか。

全委員 はい。

議 長 それでは、受付７６号から７７号について賛成の委員の挙手を求めます。

全委員 （全委員挙手）

議 長 全委員賛成ですので、受付番号７６号から７７号は原案のとおり決定しました。
以上で議案第１８号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用

集積計画利用権の設定の錦江町長に対する要請についてを終わります。

以上で本日の付議事項を終了いたします。

会長

１番

２番

議 事 録 調 整 者 折 久 木 ま り 子


